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京都府健康福祉部医療課

• G-MISへのログイン方法について

• 報告方法について

• よくあるお問合せについて

• 注意事項について
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報告の流れ
報告を行うかかりつけ医機能について（１号機能及び２号機能）

・ かかりつけ医機能報告は、大きく、下記の１号機能と２号機能に分けられます。
・ １号機能を有する医療機関においては、２号機能についても報告を行うこととなります。

１号
機能

日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

２号
機能

(イ)通常の診療時間外の診療

(ロ)入退院時の支援

(ハ)在宅医療の提供

(ニ)介護サービス等と連携した医療提供

その他

２号機能の報告は不要

かかりつけ医機能報告の流れ

あり

なし

かかりつけ医機能が「有り」となる要件
＜１号機能＞
○ 以下の報告事項のうち、（★）を付記している報告事項について、「実施している」あるいは「実施できる」ことが１号機能を有することの

要件となります。

➢ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること（★）
➢ かかりつけ医機能に関する研修の修了者・総合診療専門医の有無
➢ 17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、 いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること（★）
➢ 一次診療を行うことができる疾患
➢ 医療に関する患者からの相談に応じることができること（継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む）（★）
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報告の流れ
「具体的な機能」及び17の診療領域とは



12月4日（木）にG-MIS及び京都健康医療
よろずネットにてご連絡しております。
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ログイン方法について
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ログイン方法について
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ログイン方法について
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ログイン方法について
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報告方法について
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報告方法について

261＋7桁の保険医療機関番号です
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報告方法について
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報告方法について
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報告方法について



報告方法について
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報告方法について



報告方法について
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よくあるお問合せ

※10月27日（月）に京都健康医療よろずネットに掲載しています。

Q.１号機能の報告事項「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」は、どのような研修が該当しますか。

「かかりつけ医機能に関する研修」で報告いただく研修は、当面の間、報告を行う医療機関において「かかりつけ医機能」に関連
すると考える任意の研修を報告していただくようお願いいたします。
なお、報告対象となる望ましい研修項目につきましては、「かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について（通知）」（医政総
発0827第１号）にて整理しておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

Q.かかりつけ医機能報告を行うために新たにＧ－ＭＩＳのアカウント申請が必要ですか。

医療機能情報提供制度において、既にＧ－ＭＩＳのアカウントを有している場合は、当該アカウントにてかかりつけ医機能報告が
可能となりますので、新規申請は不要です。
一方で、まだＧ－ＭＩＳのアカウントを有していない医療機関におかれては、新規アカウントの申請が必要になりますので、下記
の申請フォームからアカウントの申請をお願いいたします。

G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form



17

よくあるお問合せ「かかりつけ医機能報告のための医師の研修項目の詳細な整理等を
行う研究」総括研究報告書概要

具体的研修項目
（１）頻度の高い疾患への対応、初期救急の実施・協力

・初診時の対応、緊急時の対応
（２）高齢者の診療、介護保険・障害者福祉制度の仕組み、障害者への合理的

配慮や障害特性の理解
・高齢者の特性に基づいた診療、高齢者総合機能評価（CGA）の実践

（３）在宅医療、多職種連携・チームビルディング
・在宅医療における４つの場面（入退院支援、日常の療養支援、急変時
の対応、看取りの対応）

基本的な考え方
座学研修（知識）は、今後我が国において、複数の慢性疾患や医療と介

護の複合ニーズを有する高齢者の増加、生産年齢人口の減少等が見込まれ
る中で、地域によって大きく異なる人口構造等の変化に対応し、「治す医
療」から「治し、支える医療」を実現するため、かかりつけ医機能を担う
医師として頻度の高い疾患への対応ならびに地域連携・多職種連携等を実
践する際に知識面での補強を図ることを目的とするものである。
座学研修（知識）は、E-ラーニングの受講や、各種講習会・研修会の実

施、学術雑誌や医学誌を活用した学習など、幅広いメニューによって提供
されるものである。
また、座学研修（知識）は、各医師が項目を選択して知識の補強、修得を
目指すものであり、当該項目に係る研修修了認定等については研修実施団
体において確認・判断する。

座学研修（知識）

具体的研修項目
（１）幅広い診療領域の患者の診療、時間外・救急対応

・休日・夜間の救急診療 等
（２）入退院時の支援、在宅医療の提供

・地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加
（３）介護サービス等との連携

・地域ケア会議・サービス担当者会議等への参加
（４）その他の取組（健診・予防接種等の地域保健活動、学校医、産業医等の

活動等）

基本的な考え方
実地研修については、複数の慢性疾患、認知症、医療・介護の複合ニー

ズ等をかかえる高齢者が増加する中で、地域においてかかりつけ医機能を
確保するため、在宅医療や幅広い診療領域の患者の診療等について、現場
での診療等の経験を通じて理解を深め、かかりつけ医機能を担う医師とし
ての実践力を養うことを主な目的としており、現場での診療等の経験を通
じて実地で実践力を養うものである。これに加えて、地域の医療機関等と
のネットワークを強化し、相談連携体制の構築、強化等の効果も期待する。
地域の診療所等で診療実績がある医師等については、通常の診療等を通じ
た実地の実践によって、実地研修の内容が修得されていることが考えられ
る。

実施研修（経験）
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よくあるお問合せ

Q.２号機能の通常の診療時間外とは具体的にどの時間になるか。



Q.ネット環境が無い場合はどうすればよいか。

京都府健康福祉部医療課までご連絡ください。様式を送付させていただきます。
後に記載後の様式を返送いただけましたら当課で代理入力させていただきます。
なお、原則的にはＧ-ＭＩＳを活用しご報告いただきたく思いますので、ネット環

境の整備につきまして、ご検討いただけますと幸いです。
京都府健康福祉部医療課
メール：iryo@pref.kyoto.lg.jp
電話番号：075-414-4748・4652 (土日祝日を除く平日8時30分～17時15分)

よくあるお問合せ

Q.Ｇ-ＭＩＳにかかりつけ医機能報告制度が表示されない。

かかりつけ医機能報告制度の権限が無い場合、Ｇ-ＭＩＳホーム画面に「かかりつ
け医機能報告制度」ボタンが表示されません。
報告対象にもかかわらず、かかりつけ医機能報告ができない場合、Ｇ-ＭＩＳ事務

局へお問合せいただくようお願いいたします。

厚生労働省Ｇ-ＭＩＳ事務局
メール：helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号：050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時～17時) 19
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Q.その他、かかりつけ医機能報告制度に関するお問い合わせ

京都府健康福祉部医療課
メール：iryo@pref.kyoto.lg.jp
電話番号：075-414-4748・4652 (土日祝日を除く平日8時30分～17時15分)

よくあるお問合せ

Q.Ｇ-ＭＩＳのID、パスワードがわからない。

IDを忘れた場合は、Ｇ-ＭＩＳ事務局までご連絡ください。
パスワードを忘れた場合は、ログイン画面から「パスワードをお

忘れですか」をクリックし、再設定の手続をお願いいたします。
なお、パスワード再設定に係る連絡は、Ｇ-ＭＩＳに登録されてい

るメールアドレスあてに届くことになっておりますので、登録され
ているメールアドレスがご不明な場合や変更されたい場合は、京都
府健康福祉部医療課までご連絡ください。 ココです。



システム停止期間について

令和７年度かかりつけ医機能報告制度における機能リリースに伴い、Ｇ-ＭＩＳに
おける本制度機能が12/22(月)から12/31(水)まで停止しています。
機能停止に伴い、Ｇ-ＭＩＳホーム画面において、「かかりつけ医機能報告制度」

ボタンが非表示となっています。

注意事項

21
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本制度に係るマニュアル等について

本制度のマニュアルにつきましては、京都府のＨＰで公表しております。併せて、
ガイドラインや周知にご活用いただけるリーフレット（厚生労働省作成）も掲載し
ておりますのでご活用ください。

https://www.pref.kyoto.jp/iryo/kakaritukeikiouhoukoku/kakaritukeikinouhouko
ku.html

最後に
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説明は以上となります。
ご清聴ありがとうございました。

おわり
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